
 

 

指定地方公共機関の指定について 

 

災害対策基本法第２条第６項の規定により、次のとおり指定地方公共

機関を指定しました。 

法人名称 指定年月日 

公益社団法人千葉県看護協会 平成２７年２月２７日 

 

 

【参考】指定地方公共機関（平成２７年３月１日現在）４５機関 

手賀沼土地改良区 いすみ鉄道㈱ 

両総土地改良区 千葉都市モノレール㈱ 

印旛沼土地改良区 東葉高速鉄道㈱ 

京葉瓦斯㈱ 京葉臨海鉄道㈱ 

大多喜ガス㈱ 山万㈱ 

千葉ガス㈱ 首都圏新都市鉄道㈱ 

房州瓦斯㈱ ㈱舞浜リゾートライン 

京和ガス㈱ 芝山鉄道㈱ 

銚子瓦斯㈱ 日本航空㈱ 

野田ガス㈱ 全日本空輸㈱ 

角栄ガス㈱ (一社)千葉県トラック協会 

東日本ガス㈱ (一社)千葉県バス協会 

総武ガス㈱ 千葉テレビ放送㈱ 

(一社)千葉県ＬＰガス協会 ㈱ニッポン放送 

日本瓦斯㈱ ㈱ベイエフエム 

京成電鉄㈱ 印旛利根川水防事務組合 

新京成電鉄㈱ 長沼水害予防組合 

東武鉄道㈱ 千葉県道路公社 

小湊鉄道㈱ (公社)千葉県医師会 

東京地下鉄㈱ (一社)千葉県歯科医師会 

北総鉄道㈱ (一社)千葉県薬剤師会 

流鉄㈱ (公社)千葉県看護協会 

銚子電気鉄道㈱  
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